
主　　　文
一　原告の昭和三八年分所得税について被告税務署長が昭和三九年一一月二日付で
した総所得金額を四八万一一九三円とする更正処分（但し異議申立決定により一部
取消された後のもの）のうち三四万円を超える部分はこれを取消す。
二　原告の被告国税局長に対する請求はこれを棄却する。
三　訴訟費用は被告税務署長と原告との間においては同被告の、被告国税局長と原
告との間においては原告の負担とする。
　　　　　　　事　　　実
（当事者双方の求める裁判）
　原告代理人は主文第一項同旨及び「被告国税局長が昭和四〇年八月二五日付でし
た原告の右更正処分に対する審査請求を棄却する裁決はこれを取消す。訴訟費用は
被告らの負担とする。」との判決を求め、被告ら代理人は「原告の請求を棄却す
る。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
（原告の請求原因）
一、原告は大阪市＜以下略＞で機械木型製造業を営むものであるが、昭和三九年三
月一三日被告税務署長に対し昭和三八年分所得税について総所得金額を金三四万円
として白色申告書により確定申告したところ、同被告から同年一一月二日付でこれ
を金四九万八〇一七円とする更正処分を受けたので、これを不服として同年一二月
二日同被告に対し異議の申立をしたところ、同被告は昭和四〇年二月一日付で右更
正処分の一部を取消し、総所得金額を金四八万一一九三円と変更する旨の決定をし
たが、原告は更にこれを不服として同年三月一日被告国税局長に対し審査請求をし
たところ、同年八月二五日付で棄却の裁決を受けた。
二、本件更正処分の違法事由
　原告の本係争年分の総所得金額は確定申告どおり金三四万円であるから被告税務
署長のした本件更正処分には原告の所得を過大に認定した違法がある。
三、本件裁決の違法事由
　本件審査手続には次に述べる違法事由があるから、このような違法な審査手続に
基づいてなされた本件裁決もまた違法である。
（一）　原告は審査手続中である昭和四〇年四月三日審査庁である被告国税局長に
対し行政不服審査法（以下単に審査法という。）第二二条に基づき処分庁である被
告税務署長の弁明書副本の送付方を請求したところ、被告国税局長は同月九日付で
原告に対し処分庁である被告税務署長に対し弁明書の提出を要求していないことを
理由に右請求に応じられない旨回答してきた。しかし審査庁としては審査請求が不
適法な場合であるか又は審査請求を全部容認する場合等特別な場合以外は弁明書の
提出を処分庁に求めるべきで、右特別の場合にあたらない本件について被告国税局
長が被告税務署長に弁明書の提出を求めなかつたことは同法条に違反するというべ
きであり、従つてまた同被告にこれが提出要求をしていないことを理由に原告にそ
の副本を送付しなかつた被告国税局長の処置は違法である。
（二）　原告は審査手続において昭和四〇年四月三日審査法第三三条第二項に基づ
き審査庁である被告国税局長に対し、被告税務署長から提出された本件更正「処分
の理由となつた事実を証する書類その他の物件（以下証拠書類という。）」の閲覧
請求をしたところ、被告国税局長は同月九日付で、確定申告書、更正決議書、異議
申立書及び異議申立決定書の四通の閲覧を許可する、閲覧日時を同月一五日午前一
〇時から正午までに指定する旨通知してきた。閲覧を許された右書面のうち確定申
告書及び異議申立書はいずれも原告が作成したものであり、更正決議書及び異議申
立決定書はすでに被告税務署長から送付を受けていて、いずれも閲覧の必要のない
ものであつたので原告は右指定期日に閲覧しなかつたものである。しかして右各書
面がいずれもその表題からも明らかなように審査法第三三条に定める証拠書類に該
当しないことは明らかである。そのため原告は再度同月一五日付で被告国税局長に
対し証拠書類の閲覧請求をしたが、同被告は同月二六日付で同月九日付許可書記載
の書類の閲覧を許可する、閲覧日時を同年五月七日午前一〇時から正午までと指定
する旨の通知をしたのみで、遂に原告の閲覧請求の目的である本件更正処分につい
ての証拠書類の閲覧は許されなかつた。右閲覧を拒否された書類としては原告の昭
和三八年分所得調査書（以下本件所得調査書という。）のほか、審査請求の審理に
あたつた協議官が原処分庁に赴いて右所得調査書を閲覧しその重要部分を書き写し
たメモ（以下調査メモという。）がある。右は違法な閲覧拒否というべきである。
以上はいずれも審査手続上重大な違法をおかしたものであるから本件裁決の取消事
由となることは明らかである。



　よつて本件更正処分及び本件裁決はいずれも違法であるから原告はその取消を求
めるため本訴に及ぶ。
（請求原因に対する被告らの答弁及び主張）
　被告ら代理人は請求原因に対し一の事実は認める、二の事実は争う、三の（一）
の事実は意見にわたる部分を除き認める、三の（二）の事実中原告がその主張のと
おり本件更正処分についての証拠書類の閲覧請求をしたこと及び被告国税局長が原
告主張の四通の書類の閲覧を許したことはいずれも認めるが、同被告が閲覧を拒否
したとの点は争うと答弁し、なお次のとおり主張した。
一　本件更正処分が違法であるとの原告の主張について
　被告税務署長は原告の本係争年分の所得調査に際し原告の協力を得て実額による
正確な所得計算をしようと努めたが、原告はその事業に関する諸帳簿を備えつけて
おらず、また請求書、領収証等の原始記録の整備保存も不完全であつたため実額に
よる所得を把握することができず巳むなく原告の申立及びその取引先調査等によつ
て得た資料に基づき推計したところ、原告の申告所得額と相違したので本件更正処
分を行つたものである。しかしてその後の資料をも加えて更に検討したところ原告
の本係争年分の所得金額は左記のとおり少くとも五六万九三四一円を下らない。従
つてこの範囲内の所得があるとしてなされた本件更正処分には何らの違法もない。
（一次主張）
　なお３の一般経費は売上金額に〇・一五八を乗じて算定した金額である。西淀川
税務署管内の同業者一三名につき調査したところ、一般経費から売上原価と減価償
却費（特別経費にあたらない分）の両費目を除いたものの売上に対する百分比率
（平均）は別表記載のとおり、一五・八％であつたから、これを原告の右売上金額
に乗じて原告の一般経費を推計したものである。
（二次主張）
　なお右一般経費は売上金額に〇・三八を乗じて算定したものである。原告の同業
者の所得率（売上金額から一般経費を差引いた金額の売上に対する百分比率）は六
二％、換言すれば売上に対する一般経費の割合は三八％であるからこれを右売上金
額に乗じて原告の一般経費を推計したものである。
二　本件裁決が違法であるとの原告の主張について
（一）　弁明書副本送付拒否について
１　審査法上弁明書の提出については同法第二二条第一項において「審査庁は……
…相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることができる」と定めているが、右規
定の形式、法律の趣旨を綜合すれば審査庁が処分庁に対して弁明書の提出を求める
か否かは審査庁の自由裁量に属する事項であると解されるから審査庁が弁明書の提
出を求めることなくして裁決をしたことをとらえてこれが違法を云々するのは失当
である。しかして本件において審査庁たる被告国税局長が処分庁たる被告税務署長
に対して弁明書の提出を求めなかつたことは審査庁の有する裁量権の範囲をこえて
いないことはもとより裁量権の濫用でもないことは次の理由から明瞭である。即ち
国税に関する法律に基づく処分で所得税に係る審査請求の審理は事案が大量に発生
し、かつ当該処分に対する不服が概して要件事実認定の当否に係るものであるか
ら、税務行政に習熟した協議官が専らこれにあたり（旧国税通則法第八三条第二項
に基づく国税庁協議団及び国税局協議団令参照）、協議官は審査請求の審理にあた
つては自ら必要な調査にあたり、又は国税庁長官もしくは国税局長を通じ国税庁、
国税局もしくは税務署の当該職員に対しその調査を嘱託するほか、当該審査請求の
目的となつた処分に関する事務に従事した職員及び当該審査請求人にその意見を述
べる機会を与えなければならないこととされている。このように事案が大量に発生
し、かつ当該処分に対する不服が概して要件事実認定の当否に係るものの審査請求
について、処分庁から弁明書を徴取しこれを審査請求人に送付し、同人からのこれ
に対する反論書の提出を待ち、これらの書面を資料として審理するよりも、協議官
が自ら必要な調査を行ない、処分庁関係職員及び審査請求人双方から口頭で意見を
聴取する方がはるかに迅速適正な処理をはかることができるのは明らかであり、こ
の方法は所謂書面審理方式にくらべ、より一層不服審査制度の趣旨に合致するとい
うべきである。被告国税局長はこのような見地から弁明書の提出を求めなかつたも
のでありこれが権限行使につき裁量権の範囲をこえたものでもなく、また濫用した
ものでもないというべきである。
２　また被告国税局長が被告税務署長に弁明書の提出を求めず、従つてその副本を
原告に送付しなかつたことが本件更正処分をめぐつての争点の整理ないし確定、ひ
いて右争点に関し原告が意見陳述ないしは反論するにつき不利益を及ぼしたような



事実は全くない。即ち本件更正処分をめぐる争点は貸倒れ処理ないしは債権償却引
当金への繰入れ処理が認められるかどうかということと、減価償却費の実額を控除
すべきかどうかという二点に限定されているのであるが、貸倒れ処理が認められな
いことに関する原告の認識はすでに更正処分の段階から存していたものであり、ま
た減価償却費について売上金額の〇・七％を超える金額を特別経費として控除すべ
きこと、換言すれば減価償却費の実額を控除すべきことも本件更正処分に対する異
議申立ての段階で原告から主張され争点となつていたものである。従つて本件にお
いては審査庁が弁明書副本を送付するまでもなく争点のすべてが原告に明らかにな
つていたのであるから、弁明書副本を送付しなかつたからといつて原告に何らの不
利益も与えていないから結局弁明書副本送付拒否は裁決の取消事由とはならない。
（二）　証拠書類の閲覧拒否について
１　原告は被告国税局長が本件更正処分の理由となつた事実を証する書類の閲覧を
違法に拒否したと主張するところ、同被告は原告から書類の閲覧請求がなされたの
でその主張のとおり日時及び場所を指定してこれを許可したのであるが原告は右指
定日に閲覧しなかつたものである。このように書類の閲覧を許可されたのに敢えて
これを閲覧せず、閲覧を許された書類の記載内容を了知することなくして裁決があ
つた後に閲覧拒否を云々するのは著しく事実を曲げるものというほかなく失当であ
る。
２　なるほど本件更正処分の理由となつた事実を証する書類としては原告主張の所
得調査書のうちの該当部分があつたが、原告の閲覧請求当時被告国税局長が同税務
署長から提出を受けていたのは原告主張の四通の書類のみで、本件所得調査書はそ
の提出を受けていなかつた。
３　かりに本件所得調査書の提出を受けていたとしても以下に述べるとおりこれが
閲覧を拒むについて審査法第三三条第二項後段に所謂「正当な理由」があつたから
被告国税局長がその閲覧を拒んだのは違法ではない。
　先ず本件所得調査書の具体的内容を明らかにし、次いで閲覧を拒否した理由を述
べることとする。
（１）　本件所得調査書の内容
　本件所得調査書の記載内容は担当者のメモ的な記載が多く、しかも各記載が混在
しているがこれを分類すると次のとおりとなる。
　①担当職員のした損益計算　②原告の事業概況についての記載、原告の各売上
先、仕入先に対する所謂反面調査結果、雇人に関する事項、貸倒れに関する事項③
所得標準率及びこれを適用して所得額を計算した記載
（２）　書類閲覧請求権の対象
　審査法第三三条第一、二項によれば審査請求人が閲覧を請求しうる書類その他の
物件は処分庁が審査庁に提出したすべての書類、物件ではなく当該処分の理由とな
つた事実についての証拠資料のみであるところ、処分庁は原告の売上、特別経費等
について調査し、その結果判明した売上金額に所謂所得標準率を適用して算定（推
計）した一般経費及び右の特別経費を売上から控除した金額を以て原告の所得額と
しこれに基づき本件更正処分をしたものであるから、これによつて考えると本件更
正処分の理由となつた事実を証する書類に該当するものとして閲覧請求の対象とな
るのは本件所得調査書中損益計算に関する部分を除いた部分である（右損益計算に
関する部分は事実を証する書類ではなく単なる計算過程を示すにすぎないものであ
つて閲覧請求の対象とはならない）。
（３）　書類閲覧請求権の制限事由
　審査法第三三条第二項後段によれば審査庁は正当な理由があるときは閲覧を拒む
ことができるのであるが、右の「正当な理由があるとき」にはその例示的文言から
明らかなように書類開示により第三者の秘密保持の利益を害する場合と書類開示に
より行政上の秘密を害する場合とが含まれる。そしてこれら正当理由の根底にある
ものの一つには公務員の守秘義務があると解される。即ち国家公務員法第一〇〇条
第一項によれば公務員は「職務上知り得た秘密」を守る義務があり（これに違反し
た場合には刑事罰を課せれることになつている。）そしてこの「職務上知り得た秘
密」には一般人の個人的秘密と行政自身の要求によつて秘密を保つことを必要とす
る行政上の秘密の両者が含まれると解されるが、更に税務職員については個人的秘
密の保護につき所得税法に特別規定がある（旧所得税法第七一条）。このように閲
覧拒否を正当づける実質的理由の一つは公務員の守秘義務であり、公務員の守秘義
務の及ぶ範囲内の事項についてはこれが閲覧を拒否するにつき常に正当な理由があ
ると考えられる。



　そこで右の正当な理由としての秘密保護と書類閲覧請求権との調整を第三者の個
人的秘密と行政上の秘密とに分けて検討することとする。先ず個人の秘密保護に関
する法律の規定をみると刑法第一三四条が医師、薬剤師等一定の業務に従事してい
る者がその業務上知り得た他人の秘密を漏泄することを禁じている（右の秘密は一
般人が秘密にすることを欲する客観的秘密と本人のみが秘密にすることを欲する主
観的秘密の両者を含むと解するのが通説である。）ほか、訴訟法上も証人に証言拒
絶権を与えることによつてこれを保護しており、個人の秘密はその他諸法律におい
て客観的秘密、主観的秘密を問わず絶対的に保護されているのである。これらの点
を考えるならば審査請求人からの閲覧請求の対象となつた書類を開示することによ
り第三者の個人的秘密を侵すおそれのある場合にはそれが客観的秘密、主観的秘密
であるとを問わず公務員の守秘義務との関連において常に正当な拒否理由に当たる
と解すべきである。次に行政上の秘密についてみると民事、刑事両訴訟法上公務員
にはその職務上知り得た秘密につき監督官庁の承諾がない限り証言拒絶権が認めら
れ、また刑事訴訟法上公務員が保管する物についてそれが職務上の秘密に関するも
のであるときは押収拒絶権が認められている。尤も刑事訴訟法上の証言拒絶権、押
収拒絶権については国の重大な利益を害する場合を除いては監督官庁は承諾を拒み
得ないとされているが、しかしこのことから直ちに行政上の秘密については国の重
大な利益を害しない限り書類閲覧請求を拒む正当理由にあたらないと解すべきでは
ない。行政不服審査制度は行政の内部的統制であり純然たる第三者機関の行う司法
統制のようなものとは異なる。即ち行政不服審査制度は簡易迅速な手続によつて国
民の権利利益を保護する機能を果すとともに行政運営の適正を確保する機能をも併
わせ果すことを目的としており、その審理手続も司法手続とは異なり審査請求人の
利益の確保が絶対的に保障されている訳ではない。このことは証拠調手続について
職権主義が支配しており、審査請求人に申立権が認められているとはいえその採否
は審査庁の裁量に委ねられていること、宣誓による証人尋問の制度が行われていな
いことなどからも明らかである。
これらの点から考えると行政上の秘密はこれを披瀝することにより国の重大な利益
を害する程度に至らなくても閲覧拒否の正当理由にあたると解すべきである。
　なお注意すべきことは審査法第三三条第二項後段は「第三者の利益を害するおそ
れがあると認めるときその他正当な理由があるとき」と規定しており、第三者の利
益を害することの蓋然性の存在を以て要件とし、また「正当な理由」といつたよう
な不確定な一般概念を以て要件としていることである。このことは審査庁に閲覧拒
否理由の要件の存否についての認定において裁量が認められていること（要件裁
量）を示しているのである。
（４）　本件所得調査書の秘密性
イ取引先についての調査結果
　本件所得調査書には原告の取引先についての調査結果が含まれているが、これら
の事項及び取引先がこのような調査に応じたこと自体秘密性を有する。蓋し取引先
の調査結果を開示すれば原告の取引先が税務調査に協力したことは直ちに原告に明
らかとなるからである。もともと取引先としては税務調査に応ずる義務があるが、
調査に応じて取引関係を明らかにした結果納税義務者の所得が税務当局に把握され
申告の過少であることが発見されて更正、決定等の処分がなされることがしばしば
見受けられる。そのため何かと取引の円滑を害されることを懸念し、従つて取引先
が調査に協力することを避ける傾向にあることは人情として巳むを得ないところで
あり、それにもかかわらず積極的に調査に協力した取引先についてはその利益を絶
対的に確保する必要がある。また調査に応ずる場合でも調査に応じたことを他に洩
らさないことを条件として調査に協力する者もしばしば存在する。このことは過去
の実例に照らして明らかである。これらの点を考えるならば取引先が調査に応じた
こと並びに調査に際しどのような資料を提供したかということ自体保護されるべき
秘密であり、そしてこれが閲覧拒否の正当理由にあたることはいうまでもない。
ロ所得標準率についての記載
　本件所得調査書に記載されている機械木型製造業の所得標準率（昭和三八年分）
は極秘文書である大阪国税局作成にかかる商工庶業所得標準率表によるものであ
り、これが前述の行政上の秘密に該当するものであることは明白である。
ハ　ところでこれらの事項は本件所得調査書の随所に混在しているから、本件所得
調査書は全体としてその閲覧拒否を正当づける秘密性を有していたものというべき
である。
　以上が本件所得調査書の閲覧拒否を正当づける理由である。



４　更にかりに本件所得調査書を原告に閲覧させなかつたことが審査手続の瑕疵に
なるとしても、原告は審査段階において本件更正処分をめぐる争点のすべてを知つ
ていたものであり、従つてその際に争点のすべてにつき十分攻撃防禦を尽せた筈で
あるから、右書類を閲覧することができなかつたことにより原告は何ら実質的な不
利益を被つていないから右瑕疵は本件裁決の取消原因となるほどの違法性を有しな
い。
５　なお本件において審査請求の審理にあたつた協議官が処分庁に赴いて本件所得
調査書を閲覧した際原告主張の調査メモを作成した事実はあるが、これは調査の結
果についての協議官の個人的な覚え書であるからこれが処分庁から提出された書類
にあたらないことはいうまでもない。
（被告らの主張についての原告の答弁等）
原告代理人は被告らの主張に対する答弁等として次のとおり述べた。
一　原告の所得金額についての被告税務署長の主張について
（一）　一次的主張について
　一般経費を除くその余の金額は認めるが、一般経費の金額は争う。その正当な額
は一〇一万七二八六円である。同被告の主張する経費率一五・八％はその算出の基
礎そのものがすでに合理性を欠くものである。即ち西淀川税務署管内の同業者はそ
の主張の一三名以外にもあるうえ、経費率の高い二名は故意に除かれている。しか
も右一三名のうち七名はその主張の平均比率一五・八％を上廻わつており（除外さ
れた二名を含めると九名に達し、しかもこれらを加えると当然平均比率が上昇する
ことは確実である。）、加うるに極端に経費率の低いものも一名加えられているこ
と及びその経費率は最高二二・三％から最低九・八％までその間大きな開きがある
ことからみてこれらを単純平均してその比率を求めることは必ずしも合理的ではな
いから右一三名のみを基礎として原告の経費率を推計するとすれば原告にとつて最
も有利な二二・三％によるべきである。
（二）　二次的主張について
　一般経費を除くその余の金額は認めるが、一般経費の金額は争う。これが正当額
は一一〇万五九二八円である。尤も同業者の所得率が六二％であること、従つて一
般経費率が三八％であることは認める。しかしてこれによつて原告の一般経費を算
出するとその額は同被告主張のとおり一〇三万六三七八円となるが、右金額が建物
以外の機械器具等の減価償却費（特別経費にあたらないもの）を含むものであるこ
とはその主張から明らかであるところ、他方大阪国税局作成の所得標準率表によれ
ば売上に対する右減価償却費の割合は〇・七％で右の一〇三万六三七八円もこれを
前提とするものであるが、原告の場合右の減価償却費は被告ら主張のとおり八万八
六四二円でこれが売上に対する割合は〇・七％を上まわるから、右金額中売上の
〇・七％に相当する一万九〇九一円を超える部分金六万九五五一円は更に必要経費
として所得計算上控除されるべきである。
（三）　ところで原告は帝国電機工業に対し金二万五七〇〇円の、東興機械株式会
社に対し金三三万七四六〇円の各売掛債権を有していたところ、前者は昭和三八年
八月、後者は同年一一月それぞれ倒産し、そのため右債権はいずれも回収不能（あ
るいはそれに近い状態）になつたので右債権額の二分の一に相当する金一八万一五
八〇円は貸倒損失（ないしは債権償却引当金勘定繰入れ相当）として原告の所得計
算上控除されるべきである。
二　弁明書副本送付拒否について
（一）　被告国税局長は処分庁に対し弁明書の提出を求めるか否かは審査庁の自由
裁量事項のように主張するが、審査法が制定された経過及び国民の権利救済をその
主目的とする同法の立法趣旨に鑑みれば弁明書の提出を要求するか否かが審査庁の
自由裁量事項といえないことは明らかである。審査手続において審査庁が争点を整
理ないし確定することは事案の適正迅速な処理上必要であることはいうまでもない
が、これはまた審査請求人に対し十分反論の機会を与える意味においても当然必要
である。しかして審査庁が当該事案の争点を整理ないし確定するためには必然的に
処分庁に弁明書の提出を求めざるを得なくなる。即ち審査庁が処分庁に弁明書の提
出を求めずして裁決することを認めるにおいては争点が不明となり、審査請求人が
適切な意見陳述をなし（審査法第二五条参照）、また反論（同法第二三条参照）す
る機会を奪われることとなる一方、審査庁の恣意を許すこととなり、審査法の立法
趣旨たる国民の権利救済の目的が実現されないおそれがある。なるほど同法第二二
条第一項においては「審査庁は………弁明書の提出を求めることができる」とあた
かも審査庁の自由裁量事項であるかのごとく規定されているが、同条第三項本文に



おいて「処分庁から弁明書の提出があつたときは審査庁はその副本を審査請求人に
送付しなければならない」として副本送付を義務づけているのに対し同項但書では
「審査請求の全部を容認すべきときはこの限りでない」として副本送付義務のない
ことを明らかにしている。右各条項を素直に読めば、当該審査請求人の審査請求を
全部容認する場合は処分庁に敢えて弁明書の提出を求める必要がないということを
定めたものであることが明らかであり、反面容認するか否か不明の場合は争点の整
理ないし確定のために審査庁において処分庁に対し弁明書の提出を求め、その副本
を審査請求人に送付して意見陳述または反論の機会を与える義務があることも明ら
かであるといわざるを得ない。被告国税局長は、協議官が審査請求の審理をするに
ついては自ら調査し又は嘱託等の方法により調査できる旨団令に規定されているこ
とを援用し、協議官自らが進んで必要な調査を行い、処分庁関係職員及び審査請求
人双方から口頭で意見を聴取する方がはるかに迅速で適正な処理をはかることがで
きるのは明らかであると主張するが、審査手続においては処分庁が処分をした時点
において処分庁の所持していた資料に基いて処分が適法か否かが判断されるべきも
のであるから、団令に定められた調査は処分の理由となつた事実以外の事実まで自
ら調査し、あるいは処分庁の所持していなかつた資料を蒐集することまでも意味せ
ず、ただ処分庁の処分時における資料が確実なものかどうかを裏付けるための調査
以上には出ない筈のものである。団令の調査の意味がこのようなものだとすると争
点の整理ないし確定の必要性を無視する被告国税局長の前記主張はいずれも国民の
権利救済を主眼とする審査法の立法趣旨を骨抜きにしようとするものであつて到底
承服できない。
（二）　原告が弁明書副本の送付を受けなかつたとしてもそれにより何らの不利益
も被つていないとの被告らの主張は争う。
三　証拠書類の閲覧拒否について
（一）　本件所得調査書の閲覧を拒否するにつき正当な理由があつたとの被告らの
主張について
１　閲覧請求の対象となる書類について
　被告国税局長の主張によれば審査法第三三条第二項前段による閲覧請求の対象と
なる書類は処分庁が提出した「当該処分の理由となつた事実についての立証資料」
に限定されることになるが、閲覧請求権の認められた立法趣旨からみて閲覧請求の
対象となる資料は右の資料に限定されるものではないというべきである。審査法が
審査請求人に閲覧請求権を認めたのは、処分庁の弁明書によつて争点であることが
明確にされた事実についての課税庁側の立証資料に対し審査請求人にも反証をあげ
る機会を与え、行政不服審査制度の目的である国民の権利救済を全からしめようと
することにあると思われる、従つて不服を申立てられた処分と関係を有する限りす
べての資料が閲覧請求の対象となると解すべきである。従つて本件所得調査書中損
益計算部分は成程単なる計算課程を示すものかも知れないが、それは他の基礎事実
に関する資料に基づいての計算内容を示すものであるから右資料とともに閲覧請求
の対象となるというべきである。
２　本件所得調査書の秘密性について
　被告国税局長が本件所得調査書の閲覧拒否の正当理由として主張するところは徴
税の便宜のための独断的見解にすぎず、審査法が閲覧請求権を認めた立法趣旨を理
解しようとしないことに基づくものである。同法第三三条第二項後段の閲覧拒否理
由としてかかげられている「第三者の利益」とは調査に協力し、または調査に応じ
た者以外の第三者を意味するのであつて、調査に協力し、または調査に応じた者の
利益を意味しない。同様に「その他正当な理由がある」ときとは第三者に不測の損
害を与えることになるような場合を想定しての規定と思われる。またその主張の公
務員の守秘義務も閲覧請求権として立法化された場合には当然後退を余儀なくされ
る。また被告国税局長の主張によると他人の秘密を披瀝した者は法律上の保護を受
け、披瀝された者は法律上の保護を受けないことになるが驚くべき見解といわなけ
ればならない。他人の秘密を披瀝した者は自らも秘密性によつて保護されるべき利
益を放棄したものというべく、かりに閲覧の結果不利益を被つたとしてもそのため
の不利益は閲覧拒否を正当づける不利益に該当しないというべきである。更に同被
告は所得標準率についての記載は大阪国税局作成にかかる商工庶業所得標準率表に
よるものであるところ、右標準率表は「極秘」文書であるから右の所得標準率はそ
の主張の行政上の秘密に該当しこれが閲覧を拒否するについて正当な理由があると
いうのであるが、右標準率が何故に行政上の秘密に属するのか明らかでなく、その
主張によると行政庁内部で恣意的に極秘文書である旨の印を押せば直ちに当該文書



が極秘文書となり、その内容が行政上の秘密になるというかのようである。所謂白
色申告者については右の所得標準率を基準にして課税権を行使しているのが実情で
あるが、右標準率が課税所得の計算に適用された場合には既にそのときにおいて秘
密性を失つたものというべきである。
（二）　調査メモが閲覧請求の対象とならないとの主張について
　被告国税局長が被告税務署長から提出を受けたのは被告ら主張のとおり原告に閲
覧を許した四通の書類のみとすれば、更正処分の理由は極めて不明確であり、審査
庁はこれだけの資料では到底原処分たる更正処分を維持できるものではないであろ
う。そのため現に審査請求の審理に当たる協議官がわざわざ処分庁に赴いて所得調
査書等を閲覧しているのが実情であり、本件についてもまた同様であるが、このよ
うに本件所得調査書を閲覧し重要部分を書き写した本件調査メモは処分庁から提出
された書類と同視すべきもので、これについても閲覧の対象となるというべきであ
る。被告国税局長が主張するようにかかる調査メモが閲覧の対象にならないものと
すれば、協議官が処分庁に赴いて当該事案にかかる一件資料を閲覧しその結果をメ
モして持ち帰れば、審査請求人の閲覧請求権を実質的に剥奪しうることになる。こ
のような事態は審査法の予想しないところであり脱法行為というほかはない。
（原告の主張についての被告らの反論等）
　被告ら代理人は原告の主張につき次のとおり反論した。
一　建物以外の減価償却費八万八六四二円のうち売上の〇・七％に相当する金額を
超える部分金六万九五五一円を所得計算上控除すべきであるとの原告の主張につい
て
　被告税務署長の主張する所得率六二％は原告の同業者（別表記載のとおり）の所
得率の平均値によるものであるところ、各同業者の経費項目毎の売上に対する比率
には当然差異があるが、こうした個別費目の差異を無視して算出したのが右六二％
である。従つて各費目について原告と同業者とを対比すれば、原告の方が多額の費
目もあり少額の費目もあるのは当然であり、一般経費中の一費目をとり出して原告
の方が多額であると主張することはおよそ意味がない。よつてこの点の原告の主張
は失当である。
二　貸倒損失金一八万一五八〇円が原告の所得計算上控除されるべきものとする主
張について
　原告がその主張の各売掛債権を有していたことは認めるが、その余の事実は争
う。ところで原告の主張は国税庁通達昭２９直法１―１４０、直所１―７７、昭３
０直法１―２２３、直所１―１０８改正のうち「債権の貸倒れの特例」の適用を求
める趣旨と思われるが、右通達に基づき債権につき貸倒れの処理をすることが認め
られるのは、債務者について手形交換所において取引停止処分があつたこと等の一
定の事実が発生した場合で、かつ①その者の作成する財務諸表に毎年関係事項を明
確に継続記録していること、②確定申告書に該当事実とその事実の発生日及びこれ
らを証明する書類並びに債権償却引当金勘定に繰入れた金額の債務者毎の明細書を
添付した場合に限られるところ、かりに原告主張のような事実があつたとしても原
告は右の要件を満たしていないから右通達による取扱は認められないのみならず、
そもそも右は課税庁側の実務上の取扱にすぎないから債権について訴訟上これが貸
倒金か否かが争われたような場合にはかりにそれが右の要件を満たしたところで現
実に貸倒金にあたらない限りは必要経費にはならないというべきところ、原告主張
の債権は原告においてこれを放棄したものでもなく原告においてなお回収の意図を
有しその努力を重ねていたもので回収の見込みがないことが確実であるともいえな
いから原告のこの点の主張は失当である。
三　協議団令に定める「調査」は処分時の資料の裏付調査に限られるとの主張につ
いて
　審査請求の理由となる事実は課税対象とされた総所得金額認定の過誤という事実
であるから審査庁としては原処分時に存在した資料にとらわれることなく総所得金
額を再考のうえ審査請求の当否を決定できるのはいうまでもない。かりに原告主張
のように原処分時の資料以外の資料では判断できないものとすれば、審査請求人に
有利な資料が審査手続中に現われてもその資料によつては判断できないこととなり
不合理な裁決をせざるを得なくなる。反面審査請求人に不利な資料だけを排斥する
理由もない。従つて協議団令第五条に定めた「調査」も原告主張のごとく限定され
たものでないことは右の審査の性格からしても明らかである。
（被告らの反論に対する原告の主張）
　原告代理人は、原告主張の債権金三六万三一六〇円の二分の一についての貸倒れ



処理が認められず、また建物以外の減価償却費の実額控除が認められないとの被告
税務署長の主張に対し次のとおり述べた。
　原告の審査請求は棄却されはしたが、その裁決書の理由中には「取引先等を調査
したところ、収入金額は二七二万七三一〇円と認められる。経費については同業種
の一般的な経費率を以て算定し、更に雇人費九九万六三二三円、支払利子、貸倒
金、外注費計三六万四八七〇円を差引いた所得金額は原処分を上まわる」旨の記載
があり、これによると雇人費以外の特別経費の合計額を金三六万四八七〇円と認定
しているが、このことからすると被告国税局長は裁決段階では原告主張の右金一八
万一五八〇円についての貸倒れ処理及び建物以外の減価償却費金八万八六二四円の
うち五万八〇二二円の実額控除を認めていることが次の計算上明らかである。
建物の減価償却費　一万一〇二五円
地代　四万八〇〇〇円
支払利子・割引料　二万一〇六三円
外注費　四万五〇〇〇円
以上合計　一二万五〇八八円
貸倒金　一八万一五八〇円
減価償却実額控除分　五万八二〇二円
総計　三六万四八七〇円
　従つて本訴に至つてこれを認めない旨の被告税務署長の主張は信義則に反し許さ
れないというべきである。
（証拠）（省略）
　　　　　　　理　　　由
一　被告税務署長に対する請求について
（一）　請求原因一の事実は当事者間に争いがない。
（二）　そこで、本件更正処分に原告の昭和三八年分の所得を過大に認定した違法
があるかどうかについて判断することとするが、そのためには原告が同年中にいか
ほどの所得を得たかをみなければならない。
１　原告の所得についての被告税務署長の一次主張について
　売上、売上原価、特別経費及び特別経費にあたらない減価償却費の金額がいずれ
も同被告主張のとおりであることは原告において争わないが、一般経費（但し売上
原価と特別経費にあたらない減価償却費の両費目を除く）の額については争いがあ
るのでこれについて検討する。もとより所得額算定の基礎となる経費等は可能な限
りこれを実額により把握すべきことはいうまでもないが、原告において必要経費が
いくらであるかを証するに足る帳簿その他の書類を備え付けておらず（この点は原
告において明らかに争わない。）、他にこれを明らかにする資料の提出もみられな
い本件においては推計によりこれを算定することも己むを得ない。ところで同被告
は原告と事業所所在地を同じくする西淀川税務署管内の同業者一三名について調査
したところ、右の一般経費の売上に対する百分比率（平均）は別表記載のとおり一
五・八％であつたとして原告の場合にも前記争いのない売上金額に〇・一五八を乗
じて得た金額を以て一般経費の額とするのが相当であると主張するが、右の百分比
率算定の基礎となつた別表各欄記載の数額が明らかにされたのは右一三名中の一部
にすぎずその他の者についてはその住所、氏名は勿論、同被告主張の数額が正確な
ものかどうか全く不明であり、右一三名の百分比率を以て同業者のそれと解すると
してもこれが同被告主張のとおり一五・八％であることは認められず、また数額の
明らかとなつた者のみの百分比率を以て直ちに同業者のそれと解しえないことも多
言を要しないから、結局右売上金額に〇・一五八を乗じて算出した額を以て原告の
一般経費の額とし原告の同年分の所得を算定すべきものとする同被告のこの点の主
張は失当である。
２　原告の所得についての被告税務署長の二次主張について
　同被告主張の売上及び特別経費について当事者間に争いがないことは前記のとお
りであるから、争点である一般経費の額について検討するところ、これが金額を把
握するにつき推計によらざるを得ないことも前記のとおりである。ところで同被告
は原告の同業者の所得率（売上金額から一般経費を控除した残額の売上に対する百
分比率）は別表記載のとおり六二％、（正確には六二・三％であるが、原告の有利
に解する）換言すれば売上に対する一般経費の割合は三八％であるとして右売上金
額に〇・三八を乗じて原告の一般経費を算定しているところ、売上額は実額により
把握できながら経費が実額により把握できない場合に先ず事業所所在地をほぼ同じ
くする同業者の営業実績等によりそれらの者の所得率を求め、その後にそれによつ



て当該納税義務者の経費を推計することは相当であるというべきである。しかして
原告の同業者の所得率が六二％、換言すれば売上に対する一般経費の割合が三八％
であることは当事者間に争いがないから、これによつて原告の一般経費を算定する
とその額は同被告主張のとおり一〇三万六三七八円となる。
　ところで原告は原告の場合特別経費にあたらない減価償却費は八万八六四二円で
これらの売上額に対する割合は同業者のそれ（〇・七％）を上まわるから右金額中
売上の〇・七％に相当する一万九〇九一円を超える部分は右一般経費に加算される
べきであると主張するところ同被告はこれを争うのでこれについて判断すると、右
一般経費算定の基礎となつた所得率六二％はいうまでもなく同業者の所得率の平均
値によるものであり、しかして各同業者の経費項目毎の売上に対する比率には当然
差異があるがこうした個別費目の差異を無視して算出されたものが右六二％であ
る。従つて各費目について原告と同業者とを比較すれば原告の方が多額の費目もあ
り、少額の費目もあるであろうことは推測に難くない。従つて一般経費中の一費目
をとり出して原告の方が多額であるとして同業者の平均を上まわる部分につき更に
経費として控除を求めるのは失当というほかはない。なお原告は、裁決段階におい
て被告国税局長は右の減価償却費のうち五万八二〇二円の控除を認めていたのに本
訴において被告税務署長がこれを認めないのは信義則に反し許されないと主張する
が、行政不服に関する行政手続と訴訟手続とは各別個の手続であり続審としての構
造を成さず手続関係人のなしうべき不服の資料と訴訟資料の提出の間には当然の更
新が認められているものと解せられるからかりに原告主張のような事実があるとし
てもこれを根拠として信義則の適用を問題とする余地はない。
　次いで原告は金一八万一五八〇円が貸倒損失（ないし債権償却引当金勘定繰入れ
相当）として原告の所得計算上控除されるべきであると主張するのでこれについて
検討すると、原告が帝国電機工業に対し二万五七〇〇円の、東興機械株式会社に対
し三三万七四六〇円の各売掛債権を有していたことは当事者間に争いがないとこ
ろ、原告本人尋問の結果及びこれによつていずれも真正に成立したものと認められ
る甲第一一乃至第一四号証によれば、東興機械株式会社は昭和三八年一〇月二三日
支払を停止してその頃倒産し、原告はその後昭和四〇年頃同社に対する右債権につ
き一度約一割の配当（支払）を受けたにすぎないこと、また帝国電機工業は昭和三
八年中に倒産し、同社に対する原告の債権はその頃金額回収不能となつたことが認
められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。これによるといずれも昭和三八
年中に帝国電機工業に対する債権は全額、東興機械株式会社に対する債権について
はその約九割が回収不能となり原告は同額の損失を被つたものというべきである。
ところで原告は本件「売掛債権の償却の特例等について」の通達の性質を誤解した
ためか、訴訟上債権全額の回収不能の事実が証明された場合においても右通達の適
用要件を充足しなければ貸倒れとして必要経費に算入することはできず、しかも右
適用要件を充足した場合でもその債権額の二分の一以内の金額を限度としてのみ認
められるにすぎないかのような考え方を前提として、右帝国電機工業、東興機械に
対する債権額合計三六万三一六〇円の二分の一に相当する金一八万一五八〇円につ
きこれが貸倒れとして必要経費に算入されるべきことを主張しているにすぎない
が、その成立に争いがない乙第二号証によれば、右の通達は債務者につき手形交換
所において取引停止処分を受ける等の一定の事実が発生したときには債権につきそ
の回収不能の事実の有無を詮索することなく債権額の二分の一を限度に貸倒れとし
て処理することを課税庁において認めるという趣旨の通達で、いわば納税者に有利
な優遇措置を講じたものであり、既に債権が回収不能の状態にあることが明らかと
なつた場合においても貸倒れとして必要経費への算入が認められるためには常に右
通達の適用要件を充足しなければならず、しかも右適用要件を充足した場合でもそ
の債権額の二分の一以内の金額を限度とすることまで意味するものでは毛頭なく、
従つて債権につき回収不能の事実が生ずればこれが全額貸倒れとして必要経費に算
入されるべきことは論をまたないから、当裁判所は原告の主張にかかわりなく右の
回収不能となつた債権額全額を所得計算上必要経費として控除することとする。し
かして右回収不能となつた債権額は右認定事実によれば帝国電機工業に対する債権
の全額金二万五七〇〇円と東興機械に対する債権額金三三万七四六〇円の約九割に
相当する約三〇万三七一四円との合計金約三二万九四一四円である。
（三）　以上からすると原告の昭和三八年分の所得金額は前記売上金額二七二万七
三一〇円から被告主張の一般経費と特別経費との合計金二一五万七九六九円を差引
き、更に貸倒損失金約三二万九四一四円を控除した残額に相当する額であつて、原
告主張の所得金額三四万円を下廻わることは明らかであるから、所得金額を四八万



一一九三円とした本件更正処分中少くとも三四万円を超える部分は違法であり原告
の本訴請求は正当である。
二　被告国税局長に対する請求について
　請求原因一の事実は当事者間に争いがないので本件裁決に原告主張の違法事由が
存するかどうかについて判断する。
（一）　本件裁決が審査法第二二条に違反する審査手続に基づいてなされたとの主
張について
　請求原因三（一）の事実は意見にわたる部分を除き当事者間に争いがない。
　しかして原告は審査庁が審査請求の当否についての判断を適正、迅速に行うため
には処分庁に対し弁明書の提出を求めて弁明を聞くとともに、その副本を審査請求
人に送付してその弁明内容を知らせこれに反論の機会を与えてその争点を整理もし
くは確定することを法律上一義的に義務付けられている旨主張するところ、なるほ
どこのようにして審査手続を進めれば、審査庁は原処分に関する処分庁の弁明を明
確な形で知ることができるうえ、審査請求人に対しその弁明内容ひいては処分の理
由を知らせることはその権利救済の見地からみて有益であるにはちがいないが、し
かしいかなる手続に従つて審査を行うかは法律の定めるところによるのであり、そ
もそも現行の行政不服審査制度の下における審査手続は同じく国民の権利救済のた
めの制度とはいつても司法裁判所のような第三者機関が司法権にもとづき主宰する
訴訟手続などとは異なり、原処分庁に対する一上級行政庁にすぎない審査庁が主宰
する簡易迅速な行政手続による権利救済を目的としているにすぎず、しかもその審
理方式は対審的構造をとらず職権主義を基調としたものであること等を考えると、
審査庁自らにおいて弁明書の提出を求めなくてもその他の資料によつて事案の争点
が充分明確に把握でき裁決をするのに何らの支障がないと判断したような場合まで
も含めて、常に審査庁において処分庁に対し弁明書の提出を求めその提出を得た後
審査請求人にその副本を送付しこれに対する反論を待つたうえでないと審査手続が
進められないものと解すべき根拠はなく、審査庁が処分庁に弁明書の提出を求める
か否かはその裁量に委ねられているというべきである。そしてこのことは同法条の
明文上からも明らかである。また同法は審査請求人の審査庁に対する弁明書副本送
付請求権について何らふれるところがないから審査請求人から弁明書副本の送付請
求があれば審査庁としては必ず処分庁に対し弁明書の提出を求め、その提出を得て
その副本を審査請求人に送付すべき義務があるものとも解されない。従つて本件審
査手続において審査庁である被告国税局長が原告からの弁明書副本送付請求に応じ
て処分庁である被告税務署長に弁明書の提出を求めておらず、従つてその提出がな
いからこれに応じられないとした処置には違法はないから原告のこの点の主張は失
当である。
（二）　本件裁決が審査法第三三条第二項に違反する審査手続に基づいてなされた
との主張について
　原告は審査庁たる被告国税局長が本件所得調査書及び調査メモの閲覧を拒否した
のは違法であると主張するところ、本件所得調査書が本件更正処分の理由となつた
事実を証する書類に該当することは当事者間に争いがないから、原告からの閲覧請
求当時これが処分庁である被告税務署長から審査庁たる被告国税局長に提出されて
いたとすれば、同被告がその閲覧を拒むについて正当な理由がない限りこれを原告
に閲覧させるべきことは勿論であるが、証人Ａ、同Ｂの各証言によれば本件所得調
査書は当時処分庁から審査庁に提出されていなかつたことが認められるから、これ
が提出されていたことを前提として本件所得調査書の閲覧拒否の違法をいう原告の
主張は失当であり、また証人Ａ、同Ｂの各証言によれば本件審査請求の審理に当た
つた審査庁の協議官であるＢは処分庁から本件所得調査書の提出を受ける代わりに
Ａ事務官を補助者として自ら西淀川税務署に出向き、審査のための資料に供する目
的で本件所得調査書を閲覧しその重要部分をメモして持ち帰つたこと、しかして右
調査メモには原告の売上先、仕入先に対する反面調査結果、特別経費等についての
記載があり、これは本件更正処分の理由となつた事実を証するに足るものであつた
ことが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はないが、右事実によれば、本
件調査メモは本件審査請求の審理に当たつた審査庁の協議官が自ら蒐集した証拠資
料であり、処分庁から提出された証拠資料でないことは明らかで、これはもとより
閲覧の対象とはならないから、被告国税局長がこれが閲覧を拒否したのは何ら違法
ではなく原告のこの点の主張は失当である。
　ところで以上のように解すると審査請求人たる原告は本件更正処分の理由となつ
た事実についての証拠資料を閲覧する機会を奪われることになり、その結果その権



利救済に支障を来たすことが明らかであるが、このような不当の結果の発生をみた
責めは専ら本件審査手続における審理方式が負うべきである。即ち本件審査手続に
おいてその審理にあたつた審査庁の協議官は処分庁から本件更正処分の理由となつ
た事実を証する書類である本件所得調査書の提出を受けることなく、自ら処分庁に
出向き審査のための資料に供する目的でその保管にかかる本件所得調査書を閲覧
し、その結果（調査メモ）を審査庁に持ち帰つたことは前記のとおりであるとこ
ろ、協議官の右行為は一応審査法第三二条に定める調査権の行使と考えられるが、
そうだとするとこれが権限行使については法令上明確な根拠を要することはいうま
でもない。ところで審査法の定めるところによれば、もともと審査手続において審
査庁が審査のための資料（証拠資料）に供しうるものは、審査庁が一行政庁として
法令に基づいて有する調査権の行使として蒐集したもののほか、審査請求人又は処
分庁等から提出されたもの（それが処分庁が自ら進んで任意提出したものか、ある
いは審査庁の求めに応じて提出したものかはともかくとして）に限られるところ、
処分庁の手許にある証拠資料については審査手続においてこれを提出するか否かは
いつに処分庁の権限に委ねられているのであるから、審査庁としては処分庁からこ
れが提出のない以上これを審査のための資料に供することはできないというべきで
ある。従つて処分庁から提出されていない証拠資料について審査庁が処分庁に出向
いてこれを閲覧しその結果を審査庁に持ち帰り、これを審査のための資料に供する
ことは、その結果蒐集された資料が処分庁の手許にある資料と内容において同一で
ある以上処分庁の手許にある資料が処分庁からの提出なくして審査のための資料に
供されることと何ら変りはなく右審査法の規定にふれると解すべきであるから、他
の法律に特別の定めのない限り許されないというべきである。しかして法が審査庁
に対しかかる行為をするについての権限を付与したことは、現行国税通則法第九七
条のような規定のない本件審査当時においては必ずしも明瞭ではなく、かかる行為
が審査庁としての適法な権限行使といえるかについては疑問があるというべきであ
る。
従つて審査庁が処分庁の手許にある証拠書類等を審査のための資料に供することを
望む場合には必ず審査法第二八条を活用するなどして処分庁にその提出を求めると
いう方法によるべきである。以上のとおり本件審査手続における審理方式は法規に
照らし疑問があるが、そうだとしてもこれはもはや閲覧拒否の問題ではないから違
法な閲覧拒否がなかつたとする前記の結論に変わりはない。
（三）　以上のとおり本件審査手続には違法はなく、従つてこれに基づいてなされ
た本件裁決はこれを取消すべき理由を見出し難いからこれが取消を求める請求は失
当である。
三　結論
　以上の次第で原告の被告税務署長に対する請求は理由があるからこれを認容し、
被告国税局長に対する請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の
負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
（裁判官　日野達蔵　松井賢徳　仙波厚）
（別表）


